
 
カラー版は、 

 こちらから 

おお る り通信  

 民生委員・児童委員をご存じですか？ 

２０２３．５．１ ＜第１８１号＞ 発行・編集 牧区総合事務所 

５月号 

 令和5年度予算における牧区の主な事業 

～ 牧区総合事務所からのおしらせ ～ 

  牧区ゲートボール愛好会 

 2人が受賞！  お住いの地区ごとに民生委員・児童委員がいます。 

 皆さんの身近な相談相手として、相談を受けたり専門機関へ

のつなぎ役を担っています。相談の費用は一切かかりません。  

  また、秘密は守られますので、安心してご相談ください。  

○ 問合せ … お住いの地区の民生委員・児童委員  

       または市民生活・福祉グループ（内線111）     

事 業 名 概      要 予算（千円） 

地域独自の予算事業 

それぞれの地域の課題を解決し、活力の向上を図るため、地域の実情にあった取組を行います。 

・川上山里の風コンサート事業        ・つながりと地域愛を育む情報発信事業  

・地域活性化促進事業（まき深山のともしび） ・沖見地区観光拠点づくり事業 

・「うたって・おどって・みて」楽しい暮らしを応援事業 

・宮口古墳公園・遊歩道維持管理事業     ・郷土芸能伝承・保存事業 

2,541 

地域公共交通運行対策費 

・バス運行対策費補助金 

児童生徒の通学や高齢者の通院など、市民の日常生活を支える重要な交通手段である路線バ

スの運行（宮口線）に対し補助を行い、生活交通を維持・確保します。 
23,020 

中山間地域等活性化対策事業 

・中山間地域等直接支払交付金 

中山間地域集落の農業生産活動の取組を支援し、中山間地域農業の振興を図ります。 

協定農用地面積 457.6ha(R5見込) 
114,685 

牧区既設林道維持管理事業 
牧区の林道施設の機能の維持・保全を行います。 

林道宇津俣線道路復旧工事、林道宇津俣線仲入橋橋梁修繕工事ほか 
41,727 

道路維持費 

(R4からの繰越事業含む） 

道路の損傷箇所の修繕、道路清掃、除草等を実施し、一般交通に支障を及ぼさないよう安全な市

道の維持管理を行うとともに、被災した市道の復旧及び災害発生防止対策工事を行います。 
56,290 

農地、農業用施設災害復旧費 
災害発生に、速やかな復旧を図るとともに、農地、農業用施設の工事を行います。 

棚広（市王寺） 0.9ha 
10,029 

観光施設等管理事業 

・牧湯の里深山荘管理運営費 

安らぎと憩いの場を提供し、市民の交流促進とともに観光客増加が図れるよう、施設の適切

な維持管理を行います。 
23,686 

スクールバス等運行事業 
公共交通の利用が困難な遠距離通学する児童生徒の通学手段及び安全の確保を図るため、ス

クールバスを運行します。 
18,800 

民生委員 

･児童委員 

委員氏名 担当町内会等 

中島 清三 宮口、山口、荒井、東荒井、落田 

羽深 政宣 柳島、東松ノ木、田島、下昆子 

渡辺 章一 小川、国川、樫谷、雨露 

武田 清隆 岩神、高尾 

羽深 京子 上昆子、下湯谷、桜滝、棚広 

和栗 俊一 倉下、原、上牧、府殿 

渡辺 彰 宇津俣、棚広新田 

太田 修 高谷、切光、今清水、泉 

折笠 一之 片町、神谷、七森、平山、大月 

上原 洋子 平方、坪山、川井沢、池舟 

主任児童委員 中島 良子 牧小学校区及び牧中学校区 

○問合せ… 教育・文化グループ（内線117） 

  西山さん     近藤さん    

  令和4年度、牧区から2人の方が受賞されました。 

 ○ 公益財団法人 日本ゲートボール連合 

      健康功労賞 

   西山 金作 様（田島） 

 ○ 一般財団法人 新潟県ゲートボール連盟 

      功労賞 

   近藤 貞義 様（国川） 
   お二人は、牧ジュニアの育成にもご尽力いた   
 だいております。 
 今後も健康に留意されご活躍ください。 
  



日 内  容 

3 水  憲法記念日 

4 木  みどりの日 

5 金  こどもの日 

11 木  春の全国交通安全運動（～20日）【総地Ｇ】 

22 月 

 無印良品移動販売バス運行日【総地Ｇ】 
 13：30 ～ 13：45 沖見会館 
  14：10 ～ 14：20 牧ふれあい体験交流施設 
  14：30 ～ 15：00 牧区総合事務所 

23 火  第2回牧区地域協議会【総地Ｇ】 

 牧区の人口･世帯数      令和５年４月１日現在  
               （ ）は先月との比較 
 男   ７４３人（  －３）    
 女   ８０４人（  －９）  
 計 １，５４７人（ －１２） ７３６世帯（ －５） 

  ■ うぐいすもち作り体験 
  ～ 新ヨモギを摘んで作りましょう。 ～ 
 ○と  き … 5月28日(日) 9：30 ～ 13：00 
 ○会  場 … 牧ふれあい体験交流施設 
 ○定  員 … 15名（申し込み多数の場合は抽選） 
 ○参 加 費 … 1,500円 
 ○申込期限 … 5月22日(月) 
 ○問 合 せ … ＮＰＯ法人 よもぎの会（☎520-8037） 
        （牧ふれあい体験交流施設内） 

※開催時間等は下記担当へお問合せください。 

【総地Ｇ】総務・地域振興グループ      【保】牧保育園  ☎ 533-5139 

【市福Ｇ】市民生活・福祉グループ      【小】牧小学校  ☎ 533-5009 

【教文Ｇ】教育・文化グループ         【中】牧中学校  ☎ 533-5023 

                ☎ 533-5141   【深山荘】牧湯の里深山荘 

【コミプラ・公民館】                           ☎ 533-6785 

牧コミュニティプラザ・牧地区公民館     【交流館】牧ふれあい体験交流施設 

                ☎ 533-5130              ☎ 529-3150 

【診療所】牧診療所    ☎ 533-5045   【振興会】ＮＰＯ法人 牧振興会 

【社協】社会福祉協議会 ☎ 533-5700              ☎ 533-5151 

クマの出没にご注意ください！ 

○問合せ … 牧診療所（☎533-5045 ） 

よもぎの会イベント情報 

 これからの時期はクマが食べ物を求めて活発に行動します。農作

業などで入山する場合は常にクマと遭遇するものと考え、以下のこ

とに十分注意しましょう。 

・入山時は、ラジオや鈴などの音のなるものを携行し、単独行動は 

   避けましょう。 

・クマの活動が活発な早朝や夕方の入山は避けましょう。 

・子グマを見かけても、決して近づかないでください。 

  近くには母グマがいると考えられ、大変危険です。 

・山菜はクマも好物です。山菜の多いとこ 

 ろにはクマもいることが多いので、足跡 

 や糞などを見つけたら引き返しましょう。 

  また、注意喚起看板を見かけた際は、付 

 近の通行にご注意ください。 

〇問合せ … 市民生活・福祉グループ（内線115） 

 牧診療所からのお知らせ  

 春の全国交通安全運動 

■内科の臨時休診について 

派遣医師の退職に伴い、当面の間、火曜日と木曜日を臨時        

休診とします。 

水曜日の午後と金曜日の診療については、変更ありません。 

   ご不便をおかけしますが、ご理解いただきますようお願い       

 します。ご不明な点は、牧診療所までお問合せください。 

○問合せ … 総務・地域振興グループ（内線148） 

 『守ろうよ 未来につながる 小さな手』をスローガン  

に、春の全国交通安全運動が実施されます。 

 みんなで交通ルールを守り、交通事故を無くしましょう。 

★期間 … 5月11日（木）～20日（土） 

 ・交通事故死ゼロを目指す日 5月20日（土） 

★運動の重点項目 

 ・こどもを始めとする歩行者の安全の確保 

 ・横断歩行者事故等の防止と安全運転意識の向上 

 ・自転車のヘルメット着用と交通ルールの遵守の徹底 

 不法投棄は絶対許しません！ 

不法投棄された現場     回収された投棄物 

 「移動市長室」を開催します 
 市長が地域に赴いて執務を行い、その場において個別の面

談形式で皆さんと意見交換します。 

○問合せ … 総務・地域振興グループ（内線131） 

★開催日 … 6月2日（金） 

★会 場 … 牧区総合事務所 

★対象者 … 開催地区の住民 

★時 間 … 午後2時～5時（6組）、   ※1組20分 

      午後6時30分～8時30分（4組） 

★テーマ … 第7次総合計画の基本目標から1つ選択 

★申し込み … 5月19日（金）まで 

 詳細については、広報上越5月号、または総合事務所まで 

お問い合わせください。 

○問合せ … 市民・生活福祉グループ（内線115） 

不法投棄は、自然環境や地域の景観を損なうほか、将来にわ

たって、地下水汚染や悪臭などの環境問題を発生させる恐れが

あります。 

市では、環境作業員が市内を巡回し、不法投棄物の早期発

見・早期回収を行うほか、不法投棄防止情報連絡協議会や海岸

線環境美化促進協議会による活動を支援することにより、環境

悪化の防止を図り、美しいまちづくりを推進しています。 

不法投棄は犯罪で、罰則も設けられています。大切なふるさ

とを守るため、不法投棄は絶対にやめましょう。もし、不法投

棄の現場を目撃した場合は、捨てた人の特徴（車のナンバー

等）を警察や総合事務所まで通報してください。                                                                                                          


